
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
外面軸方向の１～数箇所に凹入部を形成して縮径状態とした耐食性の金属スリーブを弾性
スリーブ内に嵌挿してなる 防食スリーブにおいて、上記
金属スリーブの上端部 弾性スリーブの上縁部に係合する１～数対の係止鈎を屈成する
とともに、

外周寄りに補強リングを環着したことを特徴とする防食スリーブ。
【請求項２】

請求項１記載の防食スリーブ。
【請求項３】
補強リングが 外面から埋入された状態で環設した請求項１
記載の防食スリーブ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
この発明は、例えば水道本管などの金属管に分岐孔を開設した場合、その分岐孔に嵌着し
て孔周の発錆・腐食を防止するようにした防食スリーブに関するものである。
【０００２】
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金属管に設けた分岐孔に適用する
には

上記弾性スリーブは上記分岐孔に挿入可能な外径の下半部と、この下半部より
大きい外径の上半部と、これらの間にあって上記金属管に当接する段鍔部とを有し、この
段鍔部の

補強リングの内側における弾性スリーブの、段鍔部下面から上半部に向かって、凹部を環
設した

弾性スリーブの上半部に対して



【従来の技術】
開さくされた分岐孔の孔周に嵌着して、この部分の防錆・防食を図ったスリーブ類には、
多くの構造のものが実用に供されている。
【０００３】
従来のこの種防食スリーブの内、本発明の基礎となったものを図４によって説明すると、
下半部（ロ）が新たに穿孔された分岐孔に、また上半部（ハ）が分水栓（ニ）の通孔（ホ
）に挿入可能な段鍔部（ヘ）を有するゴムなどの弾性スリーブ（イ）と、この弾性スリー
ブ内に挿入されるステンレススチールなどの耐食性金属スリーブ（ト）とからなり、上記
金属スリーブ（ト）は、その周面の１～複数箇所を軸方向に凹入させて縮経凹部（チ）を
形成し、これを弾性スリーブ（イ）に嵌入すると共に、この防食スリーブを分岐栓（ニ）
を介して分岐孔に挿入した後、上記金属スリーブ（ト）を別途ストレッチャー（図示せず
）によって拡径することにより、弾性スリーブ（イ）を半径方向に拡張して、下半部（ロ
）を分岐孔の内周面に、また上半部（ハ）を分水栓の通孔内面に、それぞれ密着させるよ
うにしたものが知られていた（特開平４―２５４０９１号公報を参照）。
【０００４】
また、上記金属スリーブ（ト）の上周縁に係止鈎（リ）を屈成し、上記防食スリーブ内に
ストレッチャーを挿入して拡径させる際に、金属スリーブが弾性スリーブ内で移動しない
ようにしたものも、先に本発明者らが考案したものである。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
上記従来の防食スリーブにおいては、これを分水栓の通孔（ホ）を介して分岐孔に挿入す
る際に、ストレッチャーの押込み圧を受けて本管の上周面に当接する防食スリーブの段鍔
部（ヘ）の下面が、該上周面に沿って湾曲し（図４矢印部参照）、スリーブ下半部の嵌着
を不完全にするという課題があった。この傾向は、封水機能に優れた高弾性スリーブに、
より強く現れるものである。
【０００６】
又、その対策として、予め弾性スリーブの段鍔部の下面を本管の上周面の曲率に合わせて
成型しておくことも考えられるが、この場合は、分岐孔に防食スリーブを挿入するに際し
てスリーブと本管の向きを合致させなければならず、現地作業には不向きな煩わしさを伴
うという問題があった。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
叙上の実情に鑑み本発明は、この種の防食スリーブにおける弾性スリーブの段鍔部から上
半部の外周寄りに補強リングを一体に環着することによって、叙述した従来技術の不都合
を確実に解消したものである。
【０００８】
即ち、外面軸方向の１～数箇所に凹入部を形成して縮径状態とした耐食性の金属スリーブ
を弾性スリーブ内に嵌挿してなる 防食スリーブにおいて
、上記金属スリーブの上端部 弾性スリーブの上縁部に係合する１～数対の係止鈎を屈
成するとともに、

外周寄りに補強リングを環着するという手段を用いたものである。
【０００９】
又、

するという手段を併用した。
【００１０】
更に又、補強リングが 外面から埋入された状態で環設し、
該補強リングが直接、本管に当接することを防止するという手段も用いたものである。
【００１１】
【作用】
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上記の構成を有する本発明の防食スリーブは、弾性スリーブの段鍔部の外周寄りに補強リ
ングを環設したことにより、防食スリーブを分岐孔に嵌挿する場合の挿入圧を受けて弾性
スリーブの上半部が本管の外周面に沿って変形を起こすことがなく、弾性スリーブに高弾
性素材を使用しても下半部の分岐孔への嵌合が正確に行えるという作用が得られるのであ
る。
【００１２】
又、弾性スリーブの補強リングの内周側に凹部を環設したことは、金属スリーブの拡径に
よるスリーブ下半部の外方への拡開が確実に得られ、特に分岐孔の内周面に対する弾性ス
リーブの密着性を高めるという作用を有する。
【００１３】
更に、上記補強リングを弾性スリーブの段鍔部上に埋入したものは、補強リングが金属環
である場合において、防食スリーブを分岐孔に嵌着した際に該リングの下底と本管との当
接を阻止して、この部分の発錆乃至は腐食をより確実に防止し得るという作用が得られる
のである。
【００１４】
【実施例】
以下、本発明に係る防食スリーブの構成を図面に示す１～２の実施例に従って更に詳述す
ると、図１における１はゴムその他の弾性材からなる弾性スリーブであって、上半部１ａ
を分水栓２の通孔２ａに挿入可能な外径とし、下半部１ｂを新たに穿孔された金属性の本
管３の分岐孔３ａに挿入可能な外径とした段鍔部１ｃを備えてなり、又４は上記弾性スリ
ーブ１に嵌挿されるステンレススチールなどの耐食性金属からなる金属スリーブであって
、軸方向の周面の１～複数箇所に内方に湾入する凹入部４ａを通設するとともに、上端縁
の１～複数箇所に弾性スリーブ１の上縁１’を跨いで係合する係止鈎４ｂを対置する一方
、弾性スリーブの上縁部または／および外周部に、上記各係止鈎の垂直片４ｃが係入する
凹孔又は凹部１ｄを切設したものである（図２参照）。
【００１５】
更に５は、弾性スリーブの段鍔部１ｃに近い上半部１ａの外周に環設された金属又は硬質
プラスチック等の剛性素材からなる補強リングを示し、その環設手段は図３の〔Ａ〕に例
示したように、断面が正方形乃至は縦長長方形のリングの外周面５ａと下面５ｂを露出さ
せるか、或いは同図〔Ｂ〕に示すようにスリーブの上半部に埋入した状態、即ち補強リン
グの下面５ｂを外部に露出させないようにして、その外周面５ａのみを露出させるように
したものである。
【００１６】
又、図３〔Ｃ〕は本発明の他の実施例を示すもので、上記補強リング５の内側における弾
性スリーブの段鍔部１ｃ下面から、上方即ち上半部１ａに向かって少なくとも補強リング
の高さに見合う凹部６を形成したものである。
【００１７】
【発明の効果】
以上詳述した通り、本発明の防食スリーブによれば、上記の補強リングが、防食スリーブ
のストレッチャーＳによる分岐孔への嵌着時の押圧力による弾性スリーブの上半部、特に
段鍔部の変形が確実に阻止されて、スリーブ下半部の分岐孔への嵌入が正確に行える上、
弾性スリーブとしてより柔軟な弾性素材が使用可能となり、分岐孔周との水密性が高く保
持できるという格別な効果が期待できるのである。
【００１８】
又、段鍔部に凹部を切設したものは、金属スリーブの拡径によって半径方向に拡張する弾
性スリーブの下半部が補強リングによってその拡張を妨げられのを防止し、分岐孔孔周へ
の密着性を一層確実にするものである。
【００１９】
更に、補強リングが金属環である場合に、このリングを弾性スリーブの上半部に埋入した
状態にすることにより、異種金属の直接的な接触に起因する両者間の電位差等による侵蝕
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を防止し得るという効果が期待できるのである。
【００２０】
この他、本発明は構造が簡単であって安価に提供し得るだけでなく、上記の諸効果齎らし
、従来のこの種防食スリーブに見受けられた多くの課題を完全に解消することができたの
である
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の防食スリーブの取付け位置を示す分水栓全体の中心部縦断面図。
【図２】防食スリーブを分解して示す斜視図。
【図３】〔Ａ〕〔Ｂ〕および〔Ｃ〕は防食スリーブにおける補強リングの取付け状態を示
す部分断面図。
【図４】従来の防食スリーブを示す、要部の縦断面図。
【符号の説明】
１　　　弾性スリーブ
２　　　分水栓
３　　　本管
４　　　金属スリーブ
５　　　補強リング
６　　　凹部
Ｓ　　　ストレッチャー
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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